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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月2日(2018.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マンナンを含む繊維状部と、該繊維状部間を結着し且つマンナンを含む結着部とを有し
、前記繊維状部は、マンナンのヒドロゲルが脱水により変性されたものである、エビ肉様
食品。
【請求項２】
　前記繊維状部は、それを長手方向と垂直な面で切断した断面の長径Ｌ２と、長手方向の
長さＬ３との比率Ｌ３／Ｌ２が３．００以上であり、前記繊維状部が繊維長１００μｍ以
下の水不溶性食物繊維を含有するものを除く、請求項１に記載のエビ肉様食品。
【請求項３】
　前記繊維状部が前記食品中にランダムな方向を向いて配置されている、請求項１又は２
に記載のエビ肉様食品。
【請求項４】
　前記繊維状部の太さＬ１が０．８ｍｍ以上３．０ｍｍ以下である、請求項１～３の何れ
か１項に記載のエビ肉様食品。
【請求項５】
　前記繊維状部におけるマンナンの含有量が１質量％以上７質量％以下であり、前記結着
部におけるマンナンの含有量が１質量％以上７質量％以下である、請求項１～４の何れか
１項に記載のエビ肉様食品。
【請求項６】
　前記食品中の前記繊維状部と前記結着部との質量比率（前者：後者）が１００：４２以
上１５０以下である、請求項１～５の何れか１項に記載のエビ肉様食品。
【請求項７】
　前記繊維状部の含水率が前記結着部の含水率と同等か、或いは該結着部の含水率よりも
低くなっている、請求項１～６の何れか１項に記載のエビ肉様食品。
【請求項８】
　前記繊維状部の含水率が７５質量％以上９５質量％以下であり、前記結着部の含水率が
７５質量％以上９８質量％以下である、請求項７に記載のエビ肉様食品。
【請求項９】
　前記結着部がデンプンを含有し、前記繊維状部にはデンプンが非含有である請求項１～
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８の何れか１項に記載のエビ肉様食品。
【請求項１０】
　粉状マンナンを水に分散及び水和した後、得られた第１マンナン水和物をゲル化してゲ
ル化マンナンを得、次いで該ゲル化マンナンに成形処理及び脱水処理を同時又は異なるタ
イミングで施すことにより繊維状物を得る第１工程と、
　前記第１工程と同時又は該第１工程の前若しくは後において、粉状マンナンを水に分散
及び水和させて第２マンナン水和物を得る第２工程と、
　前記第１工程で得られた前記繊維状物と前記第２工程で得られた前記第２マンナン水和
物とを混合する第３工程と、
　前記第３工程で得られた混合物中の前記第２マンナン水和物をゲル化する第４工程と、
　前記第４工程後の前記混合物を成形する第５工程とを有する、エビ肉様食品の製造方法
。
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